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• 福知山市で作成した被災者支援制度の冊子などの資料を
送付

②危機管理室での助言

常総市に対する支援概要（福知山市）

①資料の事前送付（発災後すぐに送付）

③家屋被害調査に関する助言

福知山市では、資料の事前送付を行うとともに、１８日から２０日の３日間にかけて、職員４名（危機

管理室次長補佐、税務課課長補佐及び主任、環境政策室参事）を常総市に派遣するとともに、以下の支援を行った。

• 災害救助法関連、被災者支援関連、職員配置等について、
助言を行う

• 調査方針の決定、実施体制の構築、調査員への技術的
助言等を行う

④り災証明書に関する助言

• 発行方法・内容についての助言を行う

⑤災害ごみに関する助言

• 回収体制、中間集積所の設置、最終処分場の受け入れ
体制等について、助言を行う

活動時の写真等があれば
ご提供いただけると幸いです。

活動時の写真等があれば
ご提供いただけると幸いです。

⑥訪問後の支援

• 福知山市の各種災害対応を行った部署を紹介し、電話
による問い合わせの対応や参考資料の送付等を継続

支援出発式

常総市部長級連絡会議
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• 内陸諸都市と沿岸市町村を結ぶ道路網の結節点

• 内陸と沿岸の市町村が半径50km圏内（防災ヘリで約15分、車でも約１時間）

• 地質が花崗岩で安定しており、災害に強い地域

「地震・津波災害における後方支援拠点施設整備構想（H19）」

• 運動公園を中心とした拠点整備を構想

• 構想に基づく拠点施設の整備促進を図るため、沿岸・内陸の９市町村による促進協
議会を設置し、連携体制を構築

• 構想に基づく大規模防災訓練の実施（H19県防災訓練・H20みちのくARLERT2008）

後方支援のための体制整備

防災拠点の後方支援活動（遠野市）

遠野市の立地環境

「宮城県沖地震」に備え、津波がこない内陸だからこその役割として、
沿岸自治体を後方支援する体制整備が必要

東日本大震災での主な活動

• 後方支援部隊の一次集結・ベースキャンプ

➡「遠野運動公園（29ha）」を中心に、サッカー場、高校、地区セ
ンターなどの公的施設や民宿、リゾート施設など、市内各地の施設
でも受け入れ

• 支援物資の集積・配分

➡全国からの支援物資を「稲荷下屋内運動場（0.12ha）」に集積

➡仕分け作業は市職員のみならず、市役所ＯＢや静岡県職員、ボ
ランティア団体等の協力を得て実施

• 災害医療支援

➡DMATや全国の医療関係団体を受け入れ

➡県立遠野病院等による患者の受け入れ、被災地への医師・看護
師の派遣等の活動を後方支援

• 災害時ボランティア活動支援

＜東日本大震災での遠野市の後方支援拠点としての主な機能状況のまとめ＞

＜地震・津波災害における後方支援拠点施設整備構想（平成１９年度策定）より抜粋＞
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鳥取県職員災害応援隊（鳥取県）

１．目 的
大規模な災害等の発生時に市町村等
が行う災害応急・復旧活動には、大量
の人員が必要であり、県職員の迅速
な応援派遣と現地の状況に応じた的
確な初動活動を図るためにあらかじ
め応援出動可能な県職員を登録し必
要な訓練・研修を施した上で組織化し
ておくこと。

期 日 災害名 派遣先 派遣隊員数 業務内容

平成25年
8月5日～9日

山口県大雨災害 山口県萩市 ９名 家屋内及び側溝の泥撤去等

平成25年
8月28日～30日

島根県大雨災害 島根県江津市 ７名 家屋内及び側溝の泥撤去等

平成25年
9月19日～20日 台風18号 京都府福知山市 ６名

屋内の泥出し、家財の搬出、食器等
の洗浄、屋内清掃

平成26年
8月20日～23日 台風11号・12号 徳島県那賀町 ５名 浸水家屋の床、壁撤去等

平成26年
8月27日～29日 広島土砂災害 広島県広島市 ６名

家屋内に進入した土砂、側溝の泥撤
去及びゴミの集積等

情報提供：鳥取県

２．仕組みの体制

３．派遣実績
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災害時相互応援協定 防災担当者相互の“顔の見える関係づくり”（飯田市・君津市）

25
年
度

26
年
度

27
年
度

4/18 飯田市・君津市との災害時相互応援協定・締結式

救援物資搬送訓練

救援物資搬送訓練・図上訓練見学

11/11 飯田市を視察
［君津市南子安連合自治会］

君津市総合防災訓練に参加する飯田市職員

飯田市総合地震防災訓練に参加する君津市職員

市花が同じ
ミツバツツジが縁

9/1 飯田市総合地震防災訓練

8/31 飯田市総合地震防災訓練

8/30 飯田市総合地震防災訓練

9/28 君津市総合防災訓練

9/27 君津市総合防災訓練

救援物資搬送訓練・図上訓練見学

救援物資搬送訓練

長野県飯田市 千葉県君津市

緊急物資搬送訓練・
目標管理型災害対策本部運営訓練

地区防災計画の策定方法
地区における防災訓練方法

担当者の連絡先等を交換するだけでなく、相互に防災訓練に参加するとともに、懇
親会等の交流・情報交換の場を設けることで、平時から“顔の見える関係づくり”を
行っている。また、実際にそれぞれの市に出向くことにより、相互の地理や災害リス
クを確認することに繋がる。

10/12 君津市消防団を視察
［飯田市消防団］ 消防団組織再編・機関更新
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紀伊半島大水害を教訓とした防災対策の見直し①（和歌山県）

海南市

有田市
湯浅町
広川町

由良町

日高町

美浜町
御坊市

印南町
みなべ町

田辺市

白浜町

すさみ町
古座川町

那智勝浦町

新宮市

太地町

県庁

和歌山市を除く沿岸市町
と古座川町の計18市町
へ派遣

・市町村役場機能が著しく低下し、迅速かつ十分な災害対応が出来なくなること
を想定し、県職員720名で構成した「災害時緊急機動支援隊」を創設
※１班10名×４班×沿岸18市町＝720名

・支援要員を被災地に派遣し、市町村役場や避難所で情報を収集

（緊急機動支援隊の訓練状況）

平成２５年７月～

災害時緊急機動支援隊の創設

串本町 5



紀伊半島大水害を教訓とした防災対策の見直し②（和歌山県）

住家被害認定支援要員の派遣

・県職員を住家被害認定士リーダーとして派遣
※36名任命（沿岸18市町×１名×２交代）

・3名１班体制の調査班のうち住家被害認定士を
派遣できる体制を構築

・県が市町村職員や民間建築士等を住家被害認定士
として、平成28年度までに1,000人以上を養成

住家被害認定士リーダー

（県職員）
市町村職員統括

住家被害認定士 補助者班 長

・市町村職員

・民間建築士等

調査班（３名で１班）

・被災市町村職員

住家被害認定業務全体を総括

住家の被害程度（全壊・半壊等）に基づいた罹災証明書
が交付され、各種支援制度が受けられるようになります。

平成２６年５月～

・紀伊半島大水害時に県職員を派遣し、産業廃棄物
協会と協力した廃棄物処理支援体制を制度化

・被災市町村へ派遣するため、紀伊半島大水害の
被災地に派遣された職員など廃棄物行政の経験
豊富な県職員16名を災害廃棄物処理支援要員を任命

＜紀伊半島大水害時の災害廃棄物処理＞

和歌山県南部を中心に11市町で約７万１千ト
ンの災害廃棄物が発生したが、約２ヵ月後の
10月末には被災地から廃棄物は姿を消し、主
要集積場へ集約した。

災害廃棄物処理支援要員の派遣
平成２６年５月～

6



大規模震災発生時等に、実戦的なノウハウや豊富な災害対応の経験を有する専門家を迅速に
被災地に派遣し、被災地の災害対策本部等に対して専門的な助言等の支援を行う

災害時の広域支援（人と防災未来センター）
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○業務内容
専門家を派遣し、被災地の災害対策本部等に対する助言等の支援業務を行う

１．対象とする災害
主に、地震により大規模な被害を受けた場合（大量の避難者が発生し、行政の対応が困難な場合等。津波災害を含む）

２．助言・情報提供
① 意思決定の際の判断材料の提供
② 災害対策本部の立ち上げ、関係機関等との連携の仕組みづくりに対する助言
③ 情報の分析・判断
④ 被害の全容予測
⑤ 被災地外からの応援体制に関する調整手法
⑥ 災害応急対策の立案手法

・応急対策の優先順位の判断助言 ・人員、資機材、物資等の支援の種類、量、投入場所等の判断助 ・防災関係機関・団体、個別
分野の専門的人材等との連絡調整手法 ・実働部隊の組織、能力、装備や効果的な配置・対応などに関する助言
⑦ 二次災害の予防策

３．支援の性格
支援チームは法令に基づくものではなく、法的な権限を持たないため、支援内容は助言と情報提供に止まる。最終的な意思決定は災害対

策本部長が行う

○派遣する要員
① チームマネジメント・災害総合対応（センター長又は副センター長）
② 情報収集・詳細検討等（専任研究員）
③ 連絡・調整（センター職員）
④ 特に必要な支援分野（上級研究員）
⑤ その他必要な専門分野（外部人材，専門家の人材ネットワーク）

・防災関係機関等の各分野の専門家 ・人と防災未来センターの研究員経験者 ・人と防災未来センターの研修修了者 など

○支援する分野
阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ、次の分野に関する助言を基本とするが、必要に応じ人と防災未来センターでネットワークした専門家の中
から適任者を選任し、分野を拡充する。
• 災害対策行政対応（災害対策本部体制、国・関係機関等との連携方策、被害認定、復興計画策定等）
• 応急避難対応（避難者支援、応急仮設住宅対策等）
• 救命・救急対応（災害医療等）

災害時の広域支援（人と防災未来センター）
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ICTを活用した災害時等広域連携強化事業・イメージ詳細図（静岡県）
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自治体災害対策全国会議

阪神・淡路大震災以降、世界各地で様々な大災害が多発しているが、その都度異なる形で襲ってくる
大災害に対応するため、全国の自治体職員が被災地における貴重な体験に基づいた復旧・復興への
取り組みを共有しつつ、被災地への支援策や今後予想される巨大災害への備えを考える「自治体災
害対策全国会議」を開催している。

＜平成２７年度のプログラム＞【実施主体】

自治体災害対策全国会議実行委員会 事務局：（公財）ひょうご震災記念２１世紀研究機構

（１）全国組織から推薦された自治体

新潟県（全国知事会）、岡山県新見市（全国市長会）、

岩手県一戸町（全国町村会）

（２）大規模被災地自治体

北海道奥尻町、岩手県、岩手県遠野市、宮城県、宮城県南三陸町、

福島県、千葉県浦安市、新潟県、新潟県長岡市、兵庫県、

兵庫県神戸市、鳥取県、長崎県島原市

（３）今後の巨大災害等に備える主な自治体

東京都杉並区、静岡県、愛知県、岐阜県、和歌山県、高知県、

高知県黒潮町、熊本県、宮崎県、関西広域連合

【実施内容】

自治体首長・専門家等による講演に加え、参加している自治体が

実際に取り組んでいる先進事例や優良事例等を紹介、共有している。

【開催】 東日本大震災から６か月が経過した平成２３年９月に第１回目を開催し、それ以降毎年開催している。

（第１～４回は兵庫県、第５回は高知県で開催。今後は兵庫県内・県外で交互に開催する予定。）
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